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一
生
に
一
度
あ
る
か
な
い

か
の
公
式
の
10
連
休
。
無
駄

に
長
い
な
、
と
思
わ
な
く
も

な
か
っ
た
け
れ
ど
、
こ
の
長

期
休
日
を
有
効
活
用
し
て
、

４
月
下
旬
に
事
務
所
を
移
転

し
た
▼
い
ろ
い
ろ
難
儀
な
こ

と
が
あ
っ
た
が
、
一
番
苦
労

し
た
の
が
、
記
録
や
不
要
と

な
っ
た
書
類
の
処
分
だ
。
シ

ュ
レ
ッ
ダ
ー
が
最
も
安
上
が

り
な
の
だ
が
、
手
間
が
か
か

る
し
、
マ
シ
ー
ン
も
酷
使
に

悲
鳴
を
上
げ
て
お
り
（
連
続

で
操
作
し
て
い
る
と
、
文
字

通
り
異
音
を
醸
し
出
し
て
、

酷
使
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
く

る
）、
限
界
が
あ
る
▼
そ
こ

で
、
初
め
て
溶
解
サ
ー
ビ
ス

と
い
う
機
密
書
類
の
処
分
を

依
頼
す
る
こ
と
に
し
た
。
料

金
は
一
箱
い
く
ら
で
、
処
分

後
の
後
払
い
。
紙
ご
み
を
業

者
か
ら
渡
さ
れ
た
所
定
の
段

ボ
ー
ル
に
ひ
た
す
ら
詰
め
込

め
ば
、
あ
と
は
封
印
し
て
回

収
・
処
理
し
て
く
れ
る
。
ち

ょ
っ
と
お
高
い
気
も
す
る
け

れ
ど
、
と
て
も
お
手
軽
な
サ

ー
ビ
ス
で
あ
る
。
一
箱
で
か

な
り
の
書
類
が
処
分
で
き
る

し
、
何
よ
り
、
シ
ュ
レ
ッ
ダ

ー
処
理
に
な
じ
ま
な
い
雑
誌

等
の
書
籍
系
も
入
れ
る
だ
け

で
い
い
の
で
便
利
こ
の
上
な

い
（
雑
誌
や
書
籍
の
シ
ュ
レ

ッ
ダ
ー
は
破
る
と
こ
ろ
か
ら

大
変
だ
し
）
▼
筆
者
は
、
紙

と
い
う
記
録
媒
体
を
大
い
に

残
す
べ
し
と
い
う
意
見
を
持

っ
て
い
て
、
ペ
ー
パ
ー
レ
ス

化
の
波
に
は
抵
抗
し
た
い
と

こ
ろ
な
の
だ
け
れ
ど
、
今
回

ば
か
り
は
、
ペ
ー
パ
ー
レ
ス

の
重
要
性
も
認
識
さ
せ
ら
れ

た
わ
け
で
あ
る
。

 

（
高
橋　

健
二
）

　 ２
０
１
９
年
度　

関
東
弁
護
士
会
連
合
会

 

第
１
回
地
区
別
懇
談
会
の
お
知
ら
せ 　

　

日
時　

２
０
１
９
年
７
月
２
日
（
火
）
13
時
〜

　

場
所　
ホ
テ
ル　

テ
ラ
ス　

ザ　

ガ
ー
デ
ン
水
戸

民事裁判と弁護士業務のＩＴ化民事裁判と弁護士業務のＩＴ化
　

現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
民

事
裁
判
の
Ｉ
Ｔ
化
は
、
具
体

的
に
は
、（
１
）
訴
状
等
の

書
面
や
証
拠
を
オ
ン
ラ
イ
ン

で
提
出
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
ｅ
提
出
（
ｅ
―
Ｆ
ｉ
ｌ
ｉ

ｎ
ｇ
）、（
２
）
オ
ン
ラ
イ
ン

で
訴
訟
記
録
を
確
認
し
た

り
、
期
日
を
管
理
し
た
り
す

る
ｅ
事
件
管
理
（
ｅ
―
Ｃ
ａ

ｓ
ｅ　

Ｍ
ａ
ｎ
ａ
ｇ
ｅ
ｍ
ｅ

ｎ
ｔ
）、（
３
）
オ
ン
ラ
イ
ン

上
で
期
日
を
開
催
す
る
ｅ
法

廷
（
ｅ
―
Ｃ
ｏ
ｕ
ｒ
ｔ
）
と

い
う
３
つ
の
内
容
か
ら
構
成

さ
れ
る
。

　

３
月
22
日
、
当
会
会
館
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｔ
委
員
会
の
主

催
に
よ
り
、
報
告
会
「
民
事
裁
判
の
Ｉ
Ｔ
化
（
横
浜
地
裁

で
の
模
擬
裁
判
）」
及
び
研
修
会
「
弁
護
士
業
務
と
Ｉ
Ｔ

〜
最
近
の
ネ
ッ
ト
広
告
の
傾
向
と
対
策
〜
」
が
開
催
さ
れ

た
。

　

そ
し
て
、
内
閣
官
房
が
設

置
し
た
検
討
会
に
お
い
て
昨

年
３
月
に
公
表
さ
れ
た
取
り

ま
と
め
に
よ
れ
ば
、
上
記
３

つ
の
内
容
を
３
つ
の
行
程

（
フ
ェ
ー
ズ
）
に
分
け
て
漸

次
実
現
し
て
い
く
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
フ
ェ
ー
ズ
１
は
、

現
行
法
下
で
、
Ｉ
Ｔ
機
器
の

整
備
で
実
現
可
能
な
手
続
を

実
現
す
る
段
階
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
、
ｅ
法
廷
を
先
行

さ
せ
、
今
年
度
中
に
特
定
庁

で
の
試
行
等
を
行
い
、
効
果

的
効
率
的
な
争
点
整
理
の
試

行
を
開
始
し
て
拡
大
定
着
を

図
っ
て
い
く
。

　

次
に
、
フ
ェ
ー
ズ
２
は
、

関
係
法
令
の
改
正
に
よ
り
初

め
て
実
現
可
能
と
な
る
段
階

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ｅ

法
廷
の
う
ち
弁
論
や
争
点
整

理
等
の
運
用
に
関
す
る
部
分

に
つ
い
て
、
２
０
２
２
年
度

頃
か
ら
開
始
す
る
こ
と
を
目

指
し
て
、
今
年
度
中
の
法
制

審
議
会
へ
の
諮
問
を
視
野
に

入
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、フ
ェ
ー
ズ
３
は
、

関
係
法
令
の
改
正
と
と
も

に
、
シ
ス
テ
ム
構
築
や
本
人

訴
訟
の
サ
ポ
ー
ト
等
の
環
境

整
備
が
必
要
と
な
る
段
階
を

指
す
。
具
体
的
に
は
、
ｅ
提

出
や
ｅ
事
件
管
理
に
つ
い
て

の
部
分
で
、
今
年
度
中
に
法

制
審
議
会
へ
の
諮
問
を
視
野

に
入
れ
、
速
や
か
に
検
討
・

準
備
を
進
め
る
。
法
務
省
に

は
、
司
法
府
の
自
律
的
判
断

を
最
大
限
尊
重
し
、
そ
の
環

境
整
備
に
向
け
た
検
討
・
取

組
を
踏
ま
え
た
上
で
、
フ
ェ

ー
ズ
３
の
実
現
に
向
け
た
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
、
今

年
度
中
に
検
討
を
行
う
こ
と

が
望
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

上
記
取
り
ま
と
め
を
前
提

と
す
る
と
、
フ
ェ
ー
ズ
１
と

し
て
、
今
年
度
中
に
特
定
庁

で
の
試
行
が
実
際
に
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ

れ
を
見
据
え
、
昨
年
度
後
半

か
ら
、
横
浜
地
方
裁
判
所
を

含
め
全
国
各
地
で
ｅ
法
廷
に

つ
い
て
模
擬
裁
判
が
行
わ
れ

る
に
至
っ
て
い
る
。

る
の
で
、ご
参
照
さ
れ
た
い
。

　

ま
た
、
後
半
の
研
修
会
で

は
、
日
弁
連
の
Ｉ
Ｔ
ワ
ー
キ

ン
グ
チ
ー
ム
で
も
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
を
務
め
て
い
た
成
松

広
持
氏
を
講
師
に
招
い
た
。

こ
の
１
年
間
ほ
ど
の
弁
護
士

業
界
に
お
け
る
Ｉ
Ｔ
関
係
で

の
ト
ピ
ッ
ク
を
網
羅
す
る
と

と
も
に
、
特
に
、
Ｉ
Ｔ
ツ
ー

ル
を
利
用
し
た
弁
護
士
の
業

こ
の
度
、
当
部
会
で
は
、
性

的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
Ｌ
Ｇ
Ｂ

Ｔ
）
の
権
利
に
関
す
る
問
題

に
つ
い
て
も
新
た
に
取
り
組

む
こ
と
を
決
め
た
。

　

性
的
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
に

関
す
る
代
表

的
な
裁
判
と

し
て
は
、「
府

中
青
年
の
家

事
件
」（
憲

法
判
例
百
選

Ⅰ﹇
第
６
版
﹈

66
頁
）
が
あ

る
。
同
事
件

は
、
１
９
９

７
年
に
東
京

高
裁
で
原
告

が
全
面
的
に

勝
訴
を
し
て

終
結
し
た
。

　

ま
た
、
海

外
に
目
を
向

け
れ
ば
、
同

務
広
告
に
つ
い
て
、
講
演
が

な
さ
れ
た
。

　

Ｉ
Ｔ
分
野
の
状
況
の
進
展

は
非
常
に
目
ま
ぐ
る
し
い
。

当
委
員
会
と
し
て
は
、
今
後

と
も
裁
判
の
Ｉ
Ｔ
化
そ
の
他

の
状
況
に
つ
い
て
、
会
員
に

対
し
、
適
時
に
正
確
な
情
報

を
提
供
し
て
い
き
た
い
。

 

（
会
員　

本
田　

正
男
）

べ
て
の
性
」
に
改
め
、
本
年

度
か
ら
部
会
名
を
「
す
べ
て

の
性
の
平
等
に
関
す
る
部

会
」
に
変
更
し
た
。

　

そ
し
て
、
当
部
会
で
は
、

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
権
利

に
関
す
る
活
動
と
し
て
、
啓

蒙
活
動
、
講
演
、
会
員
研
修

や
電
話
相
談
会
を
行
っ
て
い

く
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。

　

具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
８

月
１
日
に
当
会
会
館
に
て
、

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
支
援

す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
や
当
事
者

等
を
招
き
、
会
員
研
修
会
を

実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。
こ

の
研
修
を
通
じ
て
、
多
数
の

会
員
に
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

の
権
利
に
関
す
る
正
確
な
知

識
を
身
に
着
け
て
も
ら
い
た

い
。

　

ま
た
、
10
月
頃
、
性
的
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
の
権
利
擁
護
の

た
め
の
電
話
相
談
会
を
開
催

す
る
予
定
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
性
的
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
の
権
利
擁
護
の
た
め

の
活
動
に
熱
心
に
取
り
組
ん

で
き
た
会
員
も
新
た
に
当
部

会
に
加
わ
り
、
一
緒
に
活
動

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

は
、
当
部
会
と
し
て
も
嬉
し

い
限
り
で
あ
る
。

　

従
前
か
ら
取
り
組
ん
で
き

た
男
女
の
平
等
に
関
す
る
諸

問
題
は
も
ち
ろ
ん
、「
す
べ

て
の
性
の
平
等
」
に
関
心
の

あ
る
会
員
は
、
奮
っ
て
当
部

会
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
た

い
。　

 

（
部
会
長　

野
口　

杏
子
）

決意を新たにする部会のメンバー（中央が筆者）

ｅ法廷のデモ画面を解説する村松剛会員

　

今
回
開
催
さ
れ
た
報
告
会

で
は
、
こ
れ
ま
で
の
間
、
横

浜
地
裁
と
当
会
と
の
間
で
行

わ
れ
て
き
た
ｅ
法
廷
に
関
す

る
模
擬
裁
判
に
つ
い
て
の
報

告
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
詳
細

に
つ
い
て
は
、
村
松
剛
副
会

長
（
当
時
）
に
よ
っ
て
ま
と

め
ら
れ
た
報
告
書
が
既
に
当

会
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
会
員
専

用
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い

性
婚
を
認
め
る
国
が
増
え
て

お
り
、
米
国
で
も
、
２
０
１

５
年
、
最
高
裁
が
同
性
婚
を

認
め
る
判
断
を
下
し
た
。

　

日
本
国
内
で
も
同
性
間
パ

ー
ト
ナ
ー
を
証
明
す
る
条
例

を
模
索
す
る
自
治
体
が
散
見

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
県
内

で
も
横
須
賀
市
・
小
田
原
市

を
始
め
と
す
る
自
治
体
で
そ

の
よ
う
な
取
組
が
な
さ
れ
て

い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
日
本
国

内
で
の
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

に
関
す
る
法
整
備
の
状
況
は

い
ま
だ
に
十
分
と
は
い
え

ず
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に

対
す
る
社
会
的
偏
見
は
解
消

さ
れ
た
と
は
言
い
が
た
い
。

人
権
擁
護
シ
ス
テ
ム
は
未
開

発
の
ま
ま
で
あ
る
。

　

当
部
会
で
は
、
性
的
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
の
権
利
に
関
す
る

問
題
に
も
取
り
組
む
た
め
、

対
象
を
「
両
性
」
か
ら
「
す

　

人
権
擁
護
委
員
会
「
両
性

の
平
等
に
関
す
る
部
会
」は
、

こ
れ
ま
で
男
女
の
平
等
に
係

わ
る
諸
問
題
の
改
善
に
向
け

た
諸
活
動
を
行
っ
て
き
た
。

『
す
べ
て
の
性
の
平
等
に
関
す
る
部
会
』

〜「
両
性
」か
ら「
す
べ
て
の
性
」へ
〜

神
奈
川
県
の
ア
ウ
ト
ラ
イ

ン
と
天
秤
を
モ
チ
ー
フ
に

し
た
神
奈
川
県
弁
護
士
会

の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
で
す
。
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は
、
事
務
次
長
の
任
期
が
複

数
年
で
あ
る
こ
と
の
意
味
は

大
き
い
と
感
じ
る（
そ
の
分
、

次
長
個
人
の
負
担
も
大
き
く

な
る
の
で
あ
る
が
）。

　

こ
れ
ま
で
担
当
し
た
業
務

で
印
象
に
残
る
の
は
、
予
算

の
編
成
で
あ
る
。
打
合
せ
を

重
ね
な
が
ら
原
案
を
練
り
上

げ
て
い
く
作
業
は
、
大
変
に

興
味
深
か
っ
た
。
会
員
の
皆

さ
ま
に
は
、
ぜ
ひ
一
度
、
総

会
資
料
の
収
支
計
算
書
に
お

目
通
し
い
た
だ
き
た
い
。
全

国
の
会
員
が
支
払
っ
た
会
費

の
総
額
が
い
く
ら
で
、
そ
れ

が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い

る
か
、
特
に
若
手
の
会
員
に

関
心
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い

と
考
え
て
い
る
。

　

現
在
進
行
中
の
大
き
な
業

務
は
、
法
曹
養
成
制
度
改
革

へ
の
対
応
で
あ
る
。
本
稿
執

筆
時
点
で
は
、
法
科
大
学
院

在
学
中
の
司
法
試
験
受
験
を

認
め
る
司
法
試
験
法
等
の
改

正
案
が
国
会
で
審
議
さ
れ
て

い
る
。

　

こ
の
動
き
に
対
し
、
日
弁

連
は
、
昨
年
10
月
の
理
事
会

で
承
認
さ
れ
た
「
法
科
大
学

院
在
学
中
の
司
法
試
験
受
験

を
認
め
る
制
度
変
更
に
関
す

る
基
本
的
確
認
事
項
」
を
基

本
方
針
と
し
て
対
処
し
て
い

る
。
担
当
次
長
の
私
と
し
て

は
、
法
改
正
が
日
弁
連
の
基

本
方
針
に
沿
っ
た
形
で
な
さ

れ
る
よ
う
、
会
内
で
の
討
議

を
重
ね
、
関
係
機
関
と
の
協

議
に
携
わ
っ
て
い
る
が
、
情

勢
の
変
化
が
早
い
上
に
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
た
め
、
毎
日
が

嵐
の
大
海
で
揺
ら
れ
る
小
舟

の
心
持
ち
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
普
段
の
弁
護

士
業
務
で
は
体
験
で
き
な
い

活
動
で
あ
り
、
刺
激
に
は
事

欠
か
な
い
。
こ
の
経
験
を
通

じ
て
自
分
の
視
野
が
広
が
る

と
い
い
な
、
と
期
待
し
て
も

い
る
。

　

就
任
以
来
、
次
長
の
メ
ン

バ
ー
も
順
次
入
れ
替
わ
り
、

私
も
古
参
の
立
場
へ
近
づ
い

て
い
く
。
こ
の
１
年
の
経
験

を
活
か
し
、
令
和
元
年
度
の

菊
地
執
行
部
を
し
っ
か
り
支

え
て
い
き
た
い
。

（
会
員　

武
内　

大
徳
）

で
の
最
近
の
取
組
に
つ
い

て
、
近
時
は
、
Ｄ
Ｖ
で
は
な

く
Ｉ
Ｐ
Ｖ
（
Ｉ
ｎ
ｔ
ｉ
ｍ
ａ

ｔ
ｅ　

Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
ｎ
ｅ
ｒ　

Ｖ
ｉ
ｏ
ｌ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
）
と
い

う
よ
り
広
い
概
念
に
な
っ
て

い
る
こ
と
や
、
ゲ
ー
ト
キ
ー

ピ
ン
グ
な
ど
、
興
味
深
い
現

状
が
紹
介
さ
れ
た
。

　

最
後
に
、
ハ
ー
グ
条
約
に

関
す
る
子
の
引
渡
し
の
問
題

に
つ
い
て
も
、
具
体
的
事
例

を
交
え
た
説
明
が
あ
っ
た
。

裁
判
所
が
引
渡
し
を
命
じ
て

も
、
実
際
に
引
渡
し
が
な
さ

れ
る
ま
で
に
は
か
な
り
ハ
ー

ド
ル
が
高
い
が
、
民
事
執
行

法
の
改
正
に
よ
っ
て
要
件
が

緩
和
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る

こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、
分
か

り
や
す
い
解
説
が
あ
っ
た
。

　

常
岡
教
授
か
ら
は
、
講
義

後
の
参
加
者
か
ら
の
質
問
に

も
、
自
身
の
調
停
委
員
と
し

て
の
経
験
な
ど
も
交
え
た
丁

寧
な
回
答
が
あ
り
、
大
変
意

義
深
い
研
修
会
と
な
っ
た
。

（
会
員　

渡
邉　

拓
）

日
施
行
の
、取
調
べ
の
録
音
・

録
画
制
度
（
取
調
べ
の
可
視

化
）
及
び
通
信
傍
受
法
改
正

に
つ
い
て
講
義
が
な
さ
れ
た
。

　

前
半
は
、
法
制
審
議
会
の

「
新
時
代
の
刑
事
司
法
制
度

特
別
部
会
」
幹
事
を
務
め
た

小
坂
井
弁
護
士
に
よ
る
、
取

調
べ
の
可
視
化
を
巡
る
問
題

状
況
と
新
制
度
の
内
容
に
つ

い
て
の
講
義
で
あ
っ
た
。
冒

頭
で
は
、
刑
訴
法
改
正
の
歴

史
的
背
景
が
述
べ
ら
れ
る
と

と
も
に
、
今
般
の
改
正
刑
訴

法
を
「
平
成
刑
訴
」
と
位
置

づ
け
、
そ
の
理
念
を
弁
護
士

全
体
で
「
生
か
す
」
こ
と
の

重
要
性
が
説
か
れ
た
。

　

ま
た
、
取
調
べ
の
録
音
・

録
画
制
度
に
つ
い
て
は
、
立

法
過
程
に
携
わ
っ
た
立
場
か

ら
深
み
の
あ
る
解
説
が
な
さ

れ
た
。簡
潔
に
紹
介
す
る
と
、

改
正
刑
訴
法
第
３
０
１
条
の

２
は
、
録
音
・
録
画
義
務
を

定
め
た
第
４
項
か
ら
読
み
始

め
、
そ
の
後
、
第
１
項
、
第

２
項
と
読
み
進
め
て
い
く
の

が
理
解
し
や
す
く
本
質
に
も

適
う
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

新
規
定
は
、
捜
査
法
で
は
な

く
証
拠
法
の
位
置
に
配
置
さ

れ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は

捜
査
規
範
の
重
要
な
改
正
で

あ
り
、
捜
査
実
務
へ
の
影
響

も
大
き
い
。
小
坂
井
弁
護
士

か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
条
文

構
造
及
び
配
置
と
な
っ
た
背

景
に
つ
い
て
の
裏
話
も
披
露

さ
れ
た
。

　

後
半
は
、
飛
田
会
員
に
よ

る
講
義
で
あ
っ
た
。「
原
則

黙
秘
」
と
い
う
言
葉
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
や
、
そ
の
実
践

例
、解
除
の
判
断
に
つ
い
て
、

具
体
例
を
挙
げ
な
が
ら
可
視

化
時
代
の
弁
護
実
践
の
解
説

が
な
さ
れ
た
。
黙
秘
を
貫
く

こ
と
が
被
疑
者
に
と
っ
て
容

易
で
は
な
い
中
で
、
取
調
べ

中
の
タ
ス
ク
（
例
え
ば
取
調

官
の
質
問
を
記
憶
し
弁
護
人

に
報
告
す
る
こ
と
）
を
被
疑

者
に
与
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
黙
秘
に
よ
る
心
理
的
苦

痛
を
緩
和
す
る
と
い
う
弁
護

実
践
例
は
、
今
後
の
弁
護
活

動
に
是
非
い
か
し
た
い
と
感

じ
た
。
通
信
傍
受
法
改
正
に

つ
い
て
は
、
傍
受
方
法
の
拡

大
（
通
信
管
理
者
等
の
立
会

い
の
な
い
傍
受
方
法
）
に
つ

い
て
の
解
説
と
と
も
に
、
通

信
傍
受
に
対
す
る
弁
護
実
践

上
の
ポ
イ
ン
ト
の
確
認
も
な

さ
れ
た
。

　

改
正
刑
訴
法
に
つ
い
て
の

研
修
は
今
回
で
一
区
切
り
と

な
る
が
、
実
務
上
重
要
な
改

正
点
を
多
く
含
ん
で
お
り
、

そ
の
理
念
の
実
現
に
向
け
て

今
後
集
積
さ
れ
る
弁
護
実
践

の
重
要
性
は
極
め
て
高
い
と

思
わ
れ
る
。

　

本
研
修
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
始
め

と
す
る
教
材
を
活
用
し
て
、

新
制
度
の
習
得
に
努
め
た
い
。

（
会
員　

水
上　

裕
嗣
）

次
長
の

ニ
チ
ベ
ン
の

ダ
イ
ト
ク

　

早
い
も
の
で
、
日
弁
連
事

務
次
長
に
就
任
し
て
か
ら
１

年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い

る
。
こ
の
４
月
に
は
新
し
く

　

４
月
９
日
、
当
会
会
館
に

お
い
て
、
標
記
の
研
修
会
が

実
施
さ
れ
た
。本
研
修
会
は
、

改
正
刑
事
訴
訟
法
の
順
次
施

行
に
合
わ
せ
て
過
去
２
回
実

施
さ
れ
て
お
り
、
本
年
度
分

15
名
の
副
会
長
が
就
任
し
、

執
行
部
の
顔
ぶ
れ
も
大
き
く

変
わ
っ
た
（
竹
森
前
副
会

長
、
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
）。

　

１
年
間
を
通
じ
て
、
よ
う

や
く
日
弁
連
の
活
動
が
体
感

で
き
て
き
た
よ
う
に
思
う
。

当
会
の
副
会
長
を
務
め
た
際

は
、
任
期
が
１
年
だ
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
あ
っ
と
い
う
間

に
次
期
執
行
部
へ
引
き
継
い

だ
印
象
だ
っ
た
。
会
務
の
充

実
と
継
続
性
の
観
点
か
ら

　

３
月
22
日
、
当
会
会
館
に

お
い
て
、
横
浜
国
立
大
学
と

の
共
催
で
標
記
の
研
修
会
が

行
わ
れ
た
。
横
浜
国
立
大
学

の
常
岡
史
子
教
授
を
講
師
に

迎
え
、
我
々
の
業
務
に
も
直

結
す
る
重
要
な
テ
ー
マ
に
つ

い
て
講
義
が
行
わ
れ
た
。

　

常
岡
教
授
か
ら
は
、
面
会

交
流
制
度
の
現
状
と
課
題
に

つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
い
わ
ゆ
る
「
松
戸

ケ
ー
ス
」
を
始
め
と
し
て
、

両
親
の
間
の
葛
藤
が
強
い
ケ

ー
ス
（
高
葛
藤
事
案
）、
第

三
者
機
関
の
利
用
に
よ
る
面

会
を
認
め
た
ケ
ー
ス
、
否
定

し
た
ケ
ー
ス
、
面
会
交
流
と

間
接
強
制
な
ど
の
解
説
が
な

さ
れ
た
。

　

講
義
で
は
、
最
高
裁
判
決

が
出
て
い
る
問
題
に
つ
い
て

も
、
そ
の
後
の
動
向
も
含
め

て
、
具
体
的
事
例
と
裁
判
例

の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
分
か

り
や
す
い
解
説
が
な
さ
れ

た
。
さ
ら
に
、
日
本
の
問
題

に
と
ど
ま
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ

の
施
行
の
目
前
の
時
期
の

「
第
三
弾
」
で
あ
る
。
今
回

の
研
修
で
は
、
小
坂
井
久
弁

護
士
（
大
阪
弁
護
士
会
）、

及
び
当
会
の
飛
田
桂
会
員
を

講
師
に
迎
え
、
本
年
６
月
１講師の飛田桂会員と小坂井久弁護士

改正刑訴法全国一斉基礎研修　第三弾改正刑訴法全国一斉基礎研修　第三弾

取調べの可視化と通信傍受法改正

2018年度横浜国立大学共催研修会　第３回

子をめぐる問題－面会交流を中心に－

常常

日日



支部
だよ
り

（３） ２０１９年６月号（第３７７号） 神奈川県弁護士会新聞

　

就
活
生
に
対
す
る
性
的
暴
行
や

強
制
わ
い
せ
つ
で
大
手
企
業
の
社

員
が
逮
捕
さ
れ
る
事
例
が
相
次
い

だ
。
面
談
を
希
望
す
る
就
活
生
と

事
前
に
登
録
し
た
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
と

を
マ
ッ
チ
ン
グ
す
る
ア
プ
リ
が
悪

用
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。

　

ア
プ
リ
の
運
営
会
社
は
、
所
属

企
業
が
指
定
し
た
社
員
以
外
は
新

規
登
録
が
で
き
な
い
よ
う
に
し

た
。
マ
ッ
チ
ン
グ
ア
プ
リ
の
利
用

を
禁
止
す
る
企
業
も
出
て
き
た
。

企
業
も
大
学
も
知
ら
な
い
所
で
、

社
員
と
学
生
を
つ
な
ぐ
ア
プ
リ
は

就
活
生
へ
の
セ
ク
ハ
ラ
の
温
床
に

も
な
り
得
る
。
大
学
側
は
さ
ぞ
警

戒
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
き
や

―
―

　
「
ア
プ
リ
が
使
え
な
く
な
る
と

困
る
」。
北
陸
地
方
の
あ
る
大
学

を
取
材
す
る
と
、
こ
ん
な
声
が
聞

か
れ
た
。
こ
の
大
学
で
は
、
卒
業

生
に
Ｏ
Ｂ
訪
問
ア
プ
リ
に
積
極
的

に
登
録
す
る
よ
う
呼
び
掛
け
て
い

る
と
い
う
。
就
職
支
援
担
当
の
職

員
は
「
地
方
大
学
は
東
京
な
ど
県

外
の
企
業
で
働
く
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
の

数
が
そ
も
そ
も
少
な
い
。
少
し
で

も
Ｏ
Ｂ
訪
問
の
機
会
を
増
や
す
た

め
に
登
録
し
て
も
ら
っ
て
い
る
」

と
話
す
。

　

就
職
情
報
大
手
の
デ
ィ
ス
コ

（
東
京
都
文
京
区
）
が
３
月
に
実

施
し
た
調
査
に
よ
る
と
、
Ｏ
Ｂ
・

Ｏ
Ｇ
訪
問
を
経
験
し
た
学
生
は
21

％
と
前
年
比
で
５
ポ
イ
ン
ト
増
。

訪
問
先
を
探
す
手
段
は
、
マ
ッ
チ

ン
グ
サ
ー
ビ
ス
が
36
％
（
前
年
比

17
ポ
イ
ン
ト
増
）で
最
多
だ
っ
た
。

　

就
活
で
は
主
要
都
市
と
地
方
の

学
生
の
格
差
が
指
摘
さ
れ
る
。
学

生
の
安
全
を
担
保
し
つ
つ
、
格
差

を
埋
め
る
策
は
な
い
か
、
取
材
を

進
め
た
い
。

　
（
日
本
経
済
新
聞
社
社
会
部

 

蓑
輪　

星
使
）

ー
ジ
運
営
か
ら
地
引
網
イ
ベ

ン
ト
ま
で
多
岐
に
わ
た
っ
て

い
る
。

　

近
年
の
支
部
活
動
の
拡
大

化
・
充
実
化
に
は
、
会
員
数

が
現
在
の
数
分
の
１
で
あ
っ

　

４
月
12
日
に
県
西
支
部
の

定
期
総
会
が
開
か
れ
た
。
こ

れ
ま
で
の
支
部
総
会
は
、
小

田
原
か
箱
根
で
行
わ
れ
る
こ

と
が
通
例
で
あ
っ
た
が
、
支

部
会
員
が
管
内
に
広
く
事
務

所
を
構
え
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
本
年
度
は
場
所

を
変
え
、
平
塚
で
開
催
す
る

運
び
と
な
っ
た
。

　

参
加
す
る
会
員
が
減
る
の

で
は
な
い
か
と
の
不
安
も
あ

っ
た
が
、
蓋
を
開
け
て
み
れ

ば
、
全
支
部
会
員
の
半
数
を

超
え
る
69
名
が
出
席
し
、
過

去
最
大
規
模
の
定
期
総
会
・

懇
親
会
が
執
り
行
わ
れ
た
。

今
後
の
支
部
総
会
も
、
支
部

管
内
18
市
町
村
制
覇
（
!?
）

を
目
標
に
、
様
々
な
場
所
で

開
催
し
て
い
き
た
い
。

　

定
期
総
会
で
の
報
告
事
項

も
年
々
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
増
し

て
お
り
、
特
に
支
部
委
員
会

の
活
動
報
告
は
、
ホ
ー
ム
ペ

　

宝
塚
歌
劇
団
に
は
、
各
組

の
顔
と
し
て
常
に
セ
ン
タ
ー

で
大
き
な
羽
根
を
背
負
う

「
ト
ッ
プ
ス
タ
ー
」
の
ほ
か

に
、
も
う
１
人
「
代
表
者
」

が
い
る
の
を
ご
存
知
だ
ろ
う

た
時
代
を
知
る
ベ
テ
ラ
ン
会

員
か
ら
も
称
賛
の
声
が
上
が

っ
て
い
た
。

　

そ
の
よ
う
な
活
動
の
一
つ

と
し
て
、
県
西
支
部
で
は
毎

年
旅
行
を
企
画
し
て
お
り
、

昨
年
11
月
に
は
長
野
県
の

城
下
町
、
松
本
を
訪
問
し

た
。

　

初
日
は
国
宝
松
本
城
を

見
学
し
、
城
郭
に
造
詣
の

深
い
某
会
員
に
よ
る
自
作

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
地
元
ガ

イ
ド
顔
負
け
の
解
説
の
お

か
げ
で
、
小
田
原
城
と
の

違
い
を
詳
細
に
学
ぶ
こ
と

が
で
き
た
。
二
日
目
は
旧

松
本
区
裁
判
所
庁
舎
を
訪

問
し
、
全
国
で
も
数
少
な

い
明
治
期
の
和
風
裁
判
所

建
築
を
く
ま
な
く
散
策
し

た
。
法
衣
を
着
て
明
治
憲

法
下
の
刑
事
裁
判
（
被
告

人
の
立
場
が
い
か
に
も
弱

そ
う
な
朗
読
劇
）
を
体
験

や
、貸
切
公
演
の
最
初
等
に
、

組
を
代
表
し
て
「
挨
拶
」
を

行
う
。
特
に
千
秋
楽
公
演
の

挨
拶
は
、
無
事
に
長
い
公
演

期
間
を
終
え
る
こ
と
が
で
き

た
お
礼
に
始
ま
り
、
そ
の
後

の
組
の
活
動
予
定
、
退
団
者

の
紹
介
な
ど
、
ボ
リ
ュ
ー
ム

が
あ
り
時
間
も
長
い
。

　

多
く
の
組
長
は
、
正
確
に

伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
退

団
者
関
連
の
部
分
を
除
き
、

そ
れ
ら
の
挨
拶
を
台
本
等
見

る
こ
と
な
く
こ
な
す
。
時
に

ユ
ー
モ
ア
を
交
え
な
が
ら
も

観
客
や
関
係
者
へ
の
礼
を
最

大
限
に
尽
く
し
、
自
分
の
言

葉
で
思
い
を
語
る
挨
拶
は
、

か
。
多
く
は
最
上
級
生
（
組

の
中
で
最
も
年
次
が
上
の
団

員
）
が
就
任
す
る
「
組
長
」

で
あ
る
。

　

組
長
は
、
初
日
・
千
秋
楽

等
の
節
目
の
公
演
の
最
後

す
る
こ
と
も
で
き
、
参
加
者

は
遠
い
過
去
の
法
制
度
に
思

い
を
馳
せ
て
い
た
。

（
会
員　

石
田　

逸
人
）

ど
の
組
の
組
長
も
素
晴
ら
し

く
、
公
演
の
最
後
を
び
し
っ

と
締
め
く
く
る
も
の
と
し
て

楽
し
み
に
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
私
は
４
月
か
ら
当

会
の
「
筆
頭
副
会
長
」（
入

会
年
次
が
一
番
古
い
副
会

長
）
を
務
め
て
お
り
、
懇
親

会
の
司
会
や
中
締
め
の
挨

拶
、
会
長
の
代
理
で
来
賓
と

し
て
の
挨
拶
を
す
る
こ
と
が

多
く
な
っ
た
。（
当
た
り
前

だ
が
）
宝
塚
各
組
の
組
長
さ

ん
の
よ
う
に
、と
は
い
か
ず
、

い
つ
も
赤
っ
恥
を
か
い
て
い

る
状
態
な
の
が
悲
し
い
が
、

せ
っ
か
く
与
え
て
も
ら
え
た

機
会
な
の
で
、
私
も
「
自
分

の
言
葉
で
」
思
い
を
「
正
し

く
・
楽
し
く
」
伝
え
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
日
々
精
進

し
た
い
と
思
う
。

　

そ
う
や
っ
て
１
回
１
回
こ

な
し
て
い
く
う
ち
に
、「
あ

れ
、
も
う
終
わ
り
??
」
と
い

う
日
が
来
る
こ
と
を
心
待
ち

に
し
て
。

公
約
の
一
つ
と
し
た
。
川
崎

支
部
会
員
に
も
っ
と
も
っ
と

川
崎
支
部
の
こ
と
を
好
き
に

な
っ
て
も
ら
っ
て
、
支
部
会

員
一
人
ひ
と
り
の
居
場
所
と

な
る
よ
う
な
支
部
作
り
を
目

指
し
て
い
る
。

　

川
崎
支
部
に
は
現
在
、
５

つ
の
委
員
会
が
存
在
し
、
そ

れ
ぞ
れ
が
活
発
な
活
動
を
行

っ
て
い
る
。
積
極
的
な
活
動

を
行
う
た
め
の
地
盤
は
整
っ

た
。
今
こ
そ
、
我
ら
が
川
崎

支
部
の
マ
ン
パ
ワ
ー
と
団
結

力
を
発
揮
す
べ
き
と
き
で
あ

る
。

　

当
支
部
は
、
楽
し
く
も
、

社
会
に
貢
献
で
き
る
、
そ
ん

な
支
部
で
あ
り
た
い
と
思
っ

て
い
る
。

 

（
会
員　

坂
本　

正
之
）

務
所
も
大
勢
が
か
け
つ
け
、

全
力
で
新
人
の
入
会
を
歓
迎

す
る
。
支
部
総
会
の
定
足
数

は
、
総
会
員
数
の
５
分
の
１

で
あ
る
が
、
動
員
を
か
け
ず

と
も
、
不
足
し
た
こ
と
は
な

い
。
支
部
総
会
に
参
加
す
る

の
は
当
た
り
前
と
い
う
意
識

が
涵
養
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

ま
た
、
川
崎
支
部
行
事
の

目
玉
は
、
支
部
旅
行
で
あ
る

が
、
宿
泊
を
伴
う
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
毎
年
50
名
程
度
の

会
員
が
参
加
し
て
く
れ
る
。

当
日
は
飲
め
や
歌
え
や
の
大

騒
ぎ
。
本
当
に
楽
し
い
時
間

で
あ
る
。

　

筆
者
は
、
本
年
４
月
に
支

部
長
に
就
任
し
、
支
部
の
求

心
力
を
更
に
高
め
る
こ
と
を

士
会
の
会
員
数
に

匹
敵
す
る
。
も
は

や
単
位
会
レ
ベ
ル

の
会
員
数
を
擁
す

る
。
そ
れ
が
川
崎

支
部
で
あ
る
。

　

川
崎
支
部
の
最

大
の
特
徴
を
挙
げ

る
と
、
大
規
模
支

部
の
割
に
、
仲
が

良
い
こ
と
で
あ
ろ

う
か
。
支
部
行
事

が
あ
る
と
、
３
分

の
１
程
度
の
会
員

が
参
加
し
て
く
れ

る
。
特
に
、
新
入

会
員
歓
迎
会
は
、

新
人
が
入
る
事
務

所
も
入
ら
な
い
事

　

５
月
８
日
現
在
、
川
崎
支

部
の
会
員
数
は
２
２
６
名
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
関
弁
連
管

内
で
い
う
と
、
栃
木
県
弁
護

通常総会後の懇親会

定期総会後の懇親会

最幸の支部 かわさき支部総会・支部旅行
就
活

セク
ハラ事件に思

う

川崎支部川崎支部県西支部県西支部

「
挨
拶
」修
行
の
日
々

理
事
者
室

だ
よ
り

副
会
長　

須
山　

園
子
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アジア法曹サッカー大会アジア法曹サッカー大会
灼熱の熱戦灼熱の熱戦

モンゴルチームとの記念撮影 みんなで胴上げ

力投する畑中投手

基調講演をする金山弁護士

　

平
成
最
後
の
対
外
試
合

で
、
大
記
録
が
生
ま
れ
た
。

　

４
月
18
日
か
ら
21
日
に
か

け
て
、
タ
イ
・
バ
ン
コ
ク
に

て
、
ア
ジ
ア
法
曹
サ
ッ
カ
ー

大
会
が
開
催
さ
れ
た
。
ア
ジ

ア
10
か
国
か
ら
、
計
26
チ
ー

ム
が
参
加
し
た
。

　

当
会
の
予
選
リ
ー
グ
の
相

手
は
、
大
成
（
中
国
）、
マ

レ
ー
シ
ア
及
び
モ
ン
ゴ
ル
。

前
回
大
会
に
引
き
続
き
マ
レ

ー
シ
ア
、
モ
ン
ゴ
ル
と
は
同

組
と
な
っ
た
。

　

初
戦
は
大
成
。
一
進
一
退

の
攻
防
が
続
い
て
い
た
が
、

Ｐ
Ｋ
を
与
え
て
し
ま
い
、
こ

れ
を
決
め
ら
れ
て
先
制
を
許

す
。後
半
に
も
１
点
を
失
い
、

０
―
２
で
の
悔
し
い
敗
戦
と

な
っ
た
。

　

第
２
戦
の
相
手
は
マ
レ
ー

シ
ア
。
前
回
大
会
で
は
大
勝

し
て
い
る
だ
け
に
何
と
し
て

も
勝
ち
た
い
試
合
で
あ
っ
た

が
、
一
瞬
の
守
備
の
乱
れ
を

　

４
月
20
日
、
名
古
屋
、
神

戸
と
の
三
港
対
抗
戦
が
名
古

突
か
れ
、
前
半
の
う
ち
に
先

制
を
許
す
。
当
会
は
同
点
を

目
指
し
攻
撃
を
続
け
る
が
、

カ
ウ
ン
タ
ー
か
ら
追
加
点
を

許
し
万
事
休
す
。
０
―
２
の

敗
戦
。

　

第
３
戦
の
相
手
は
モ
ン
ゴ

ル
。
前
半
に
金
島
悠
太
、
荻

野
貴
史
が
得
点
。
後
半
も
鈴

木
心
が
得
点
を
決
め
る
と
、

金
島
は
２
点
を
追
加
し
ハ
ッ

ト
ト
リ
ッ
ク
を
達
成
。
守
備

陣
も
相
手
を
完
封
し
、
５
―

０
で
勝
利
し
た
。

　

順
位
決
定
ト
ー
ナ
メ
ン
ト

初
戦
は
ス
リ
ラ
ン
カ
。
前
半

早
々
に
金
島
が
決
め
て
先

制
。
守
備
陣
の
ミ
ス
か
ら
一

時
同
点
に
追
い
つ
か
れ
る

も
、
再
び
金
島
が
決
め
、
リ

ー
ド
し
て
前
半
を
折
り
返

す
。
後
半
も
佐
伯
昭
彦
が
追

加
点
を
決
め
、
金
島
が
２
試

合
連
続
の
ハ
ッ
ト
ト
リ
ッ
ク

屋
に
て
行
わ
れ
、
そ
の
神
戸

戦
に
お
い
て
、
当
会
野
球
部

（
マ
リ
ナ
ー
ズ
）で
長
年
エ
ー

ス
と
し
て
チ
ー
ム
を
牽
引
す

る
畑
中
隆
爾
投
手
が
、
４
回

１
失
点
と
好
投
し
、
空
前
絶

後
の
対
外
試
合
通
算
１
０
０

勝
目
を
挙
げ
た
。
ま
ず
は
試

合
を
振
り
返
り
た
い
。

　

１
回
表
の
神
戸
の
攻
撃
、

畑
中
は
い
き
な
り
先
頭
打
者

に
ヒ
ッ
ト
を
許
す
も
、
捕
手

黒
江
卓
郎
が
盗
塁
を
刺
し
、

無
失
点
の
立
ち
上
が
り
。

　

そ
の
裏
、
先
頭
の
辻
居
弘

平
が
エ
ラ
ー
で
出
塁
す
る

と
、
す
か
さ
ず
盗
塁
し
、
続

を
達
成
す
る
な
ど
し
、
最
終

的
に
は
５
―
２
で
勝
利
し
た
。

　

最
終
戦
は
深
圳
（
中
国
）。

ス
ピ
ー
ド
の
あ
る
深
圳
を
相

手
に
守
備
陣
が
決
壊
。
前
半

早
々
に
３
点
を
先
制
さ
れ

る
。当
会
は
、石
山
晃
成
の
ア

シ
ス
ト
か
ら
佐
伯
が
ゴ
ー
ル

を
決
め
１
点
を
返
す
も
、
前

半
の
う
ち
に
深
圳
に
更
に
１

点
を
追
加
さ
れ
る
。
後
半
も

更
に
１
失
点
。
松
原
範
之
の

ゴ
ー
ル
に
よ
り
１
点
を
返
す

も
反
撃
は
こ
こ
ま
で
。
２
―

５
の
完
敗
で
あ
っ
た
。

　

最
終
結
果
は
、
10
位
。
大

会
を
通
じ
て
２
勝
３
敗
の
負

け
越
し
と
な
っ
た
が
、
40
度

近
い
酷
暑
の
中
、
全
試
合
全

力
で
戦
い
抜
い
た
充
実
し
た

交
流
大
会
で
あ
っ
た
。
次
回

大
会
は
、
２
年
後
に
予
定
さ

れ
て
い
る
。

（
会
員　

福
下　

博
詞
）

畑
中
投
手

畑
中
投
手
100100
勝
！
勝
！

く
頼
れ
る
ベ
テ
ラ
ン
西
村
誠

の
ラ
イ
ト
前
に
落
ち
る
絶
妙

な
タ
イ
ム
リ
ー
ヒ
ッ
ト
で
幸

先
よ
く
先
制
す
る
。
そ
の
後

相
手
の
エ
ラ
ー
も
絡
み
、
こ

の
回
２
点
を
奪
う
。

　

２
回
表
の
畑
中
は
、
相
手

に
連
打
を
許
し
１
点
を
返
さ

れ
る
も
、
後
続
を
打
ち
取
り

１
失
点
で
切
り
抜
け
る
。

　

そ
こ
か
ら
両
チ
ー
ム
得
点

を
奪
え
ず
迎
え
た
４
回
表
、

畑
中
は
四
死
球
も
絡
み
、
２

死
満
塁
と
こ
の
日
最
大
の
ピ

ン
チ
。
し
か
し
、
相
手
打
者

を
投
ゴ
ロ
に
打
ち
取
り
、
神

戸
打
線
の
追
撃
を
振
り
切
る
。

　

そ
の
裏
、
毛
塚
衛
の
内
野

安
打
で
貴
重
な
追
加
点
を
挙

げ
る
と
、
５
回
表
に
西
村
隆

雄
が
登
板
し
、
プ
レ
ッ
シ
ャ

ー
の
か
か
る
場
面
を
無
失
点

に
抑
え
、
６
回
か
ら
は
キ
ャ

プ
テ
ン
森
弘
吏
が
マ
ウ
ン
ド

に
上
が
り
、
試
合
は
最
終
回

へ
。

　

と
こ
ろ
が
大
事
な
試
合
、

簡
単
に
は
終
わ
ら
な
い
。
ヒ

ッ
ト
と
エ
ラ
ー
が
絡
み
内
野

ゴ
ロ
の
間
に
１
点
を
失
う

と
、
な
お
も
１
死
３
塁
。
一

打
同
点
の
ピ
ン
チ
を
迎
え
た

が
、
森
と
急
遽
キ
ャ
ッ
チ
ャ

ー
に
回
っ
た
石
原
大
悟
が
気

迫
で
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
フ
ラ
イ

に
打
ち
取
り
、
１
０
０
勝
ま

で
つ
い
に
あ
と
ア
ウ
ト
一
つ

と
な
る
。

　

試
合
後
に
は
、
対
戦
相
手

の
神
戸
チ
ー
ム
か
ら
の
「
フ

レ
ー
！
フ
レ
ー
！
畑
中
」
と

い
う
エ
ー
ル
の
中
、
チ
ー
ム

メ
ー
ト
が
畑
中
を
胴
上
げ

し
、大
会
は
幕
を
閉
じ
た（
名

古
屋
と
の
試
合
は
白
熱
の
投

手
戦
の
末
、
０
対
１
と
惜
し

く
も
敗
戦
）。

　

少
な
い
試
合
数
の
中
、
１

０
０
も
の
勝
ち
星
を
積
み
上

げ
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は

な
く
、
日
頃
の
節
制
と
野
球

に
対
す
る
真
摯
な
取
組
の
賜

　

皆
が
祈
り
を
捧
げ
る
中
、

森
が
最
後
の
打
者
を
何
と
か

抑
え
、
３
対
２
で
記
念
す
べ

き
畑
中
の
１
０
０
勝
が
達
成

さ
れ
た
！

　

畑
中
は
左
肩
を
負
傷
し
て

お
り
、
万
全
の
状
態
で
は
な

い
中
で
も
さ
す
が
の
投
球
を

見
せ
、
後
を
託
さ
れ
た
投
手

陣
の
踏
ん
張
り
や
、
お
な
じ

み
野
手
陣
の
わ
ず
か
な
援
護

な
ど
、
マ
リ
ナ
ー
ズ
ら
し
い

全
員
野
球
で
の
勝
利
と
な
っ

た
。

物
に
他
な
ら
な
い
。
我
々
若

手
部
員
も
こ
の
姿
勢
を
見
習

わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
気

持
ち
を
新
た
に
し
た
。

　

シ
ー
ズ
ン
は
ま
だ
始
ま
っ

た
ば
か
り
だ
が
、
昨
年
の
大

分
大
会
で
の
悔
し
い
敗
戦
か

ら
、
２
期
目
を
迎
え
る
長
谷

山
尚
城
監
督
の
も
と
、
チ
ー

ム
の
士
気
は
既
に
十
分
高
ま

っ
て
い
る
。
今
年
こ
そ
は
優

勝
を
果
た
し
、
大
記
録
達
成

に
花
を
添
え
た
い
。

（
会
員　

松
永　

直
之
）

　

明
治
・
大
正
・
昭
和
・
平

成
の
Ｍ
・
Ｔ
・
Ｓ
・
Ｈ
以
外

か
ら
始
ま
る
言
葉
と
い
う
こ

と
で
元
号
の
予
想
を
し
て
い

ま
し
た
が
、
全
く
か
す
り
も

し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ま
だ
、
う
っ
か
り
、「
平

成
31
年
」
と
記
載
さ
れ
た
書

面
を
作
成
し
て
し
ま
う
こ
と

が
あ
り
、「
令
和
」
が
板
に

つ
い
て
い
ま
せ
ん
。

　

デ
ス
ク　

早
川　

和
孝

　

記　

者　

田
渕　

大
輔

　
　
　
　
　

高
橋　

健
二

　
　
　
　
　

安
達　

慎
司

　
　
　
　
　

中
嶌　

慶
子

　
　
　
　
　

波
田
野
馨
子

　
　
　
　
　

西　

雄
一
郎

　

４
月
16
日
、
金
山
卓
晴
弁

護
士（
第
一
東
京
弁
護
士
会
）

を
講
師
に
迎
え
、
日
弁
連
と

の
共
催
で
、
当
会
会
館
に
て

標
記
の
研
修
会
が
開
催
さ
れ

た
。
企
業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な

活
動
が
推
進
さ
れ
る
中
で
、

海
外
展
開
の
相
談
に
対
応
で

き
る
弁
護
士
の
能
力
を
弁
護

士
会
と
し
て
も
涵
養
す
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
た
こ
と
か

ら
行
わ
れ
た
、
英
文
契
約
に

関
す
る
〝
実
践
的
〞
研
修
会

で
あ
る
。

　

海
外
展
開
支
援
に
必
要
な

研
修
は
、
日
弁
連
の
ｅ
ラ
ー

ニ
ン
グ
に
様
々
な
プ
ロ
グ
ラ

ム
が
登
録
さ
れ
て
い
る
が
、

講
義
形
式
で
あ
り
、
Ｏ
Ｊ
Ｔ

に
て
研
鑽
を
積
む
機
会
が
限

ら
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
現
状

を
打
破
す
べ
く
、
本
研
修
会

で
は
、
金
山
弁
護
士
か
ら
英

文
契
約
に
関
す
る
概
論
に
つ

い
て
基
調
講
演
が
な
さ
れ
た

後
、「
秘
密
保
持
契
約
」と「
販

売
代
理
店
契
約
」
の
実
際
の

英
文
契
約
書
を
題
材
と
し
た

実
践
的
研
修
が
行
わ
れ
た
。

　

参
加
者
は
、
事
前
配
布
さ

れ
た
契
約
書
を
予
習
し
、
設

問
に
答
え
、
そ
れ
を
研
修
会

当
日
に
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で

共
有
し
、全
体
で
発
表
し
た
。

　

準
拠
法
や
裁
判
管
轄
な

ど
、
英
文
契
約
特
有
の
条
文

を
確
認
し
た
ほ
か
、
当
事
者

の
確
定
や
商
品
の
引
渡
・
支

払
方
法
の
設
定
な
ど
グ
ロ
ー

バ
ル
な
取
引
で
特
に
問
題
に

な
る
条
項
を
具
体
的
に
検
討

し
た
が
、
こ
れ
ら
は
日
本
語

の
契
約
書
に
も
共
通
す
る
価

値
観
が
あ
り
、
実
践
を
通
じ

て
、
英
文
契
約
が
我
々
の
日

常
業
務
の
延
長
線
上
に
あ
る

こ
と
が
再
確
認
さ
れ
た
。

　

英
文
契
約
に
関
す
る
実
践

的
な
研
修
の
機
会
は
少
な
い

の
が
現
状
で
あ
る
が
、
弁
護

士
業
務
改
革
委
員
会
と
し
て

は
、
今
後
も
、
実
践
的
な
研

修
会
を
開
催
し
て
い
く
予
定

で
あ
る
。

（
会
員　

野
澤　

哲
也
）

中小企業の海外事業展開中小企業の海外事業展開
 に関する研修会 に関する研修会

三港
対抗戦


